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第４回 奈良市市民参画及び協働によるまちづくり審議会 会議録 

開催日時 平成２６年８月２８日（木）１０時００分～１２時００分 

開催場所 奈良市役所 北棟６階 第２２会議室 

議  題 

１ 開会  

２ 案件 

①地域自治協議会に関する条例改正案及び規則について 

②地域コミュニティ実態調査について 

③市民提案制度（奈良市協働政策提案制度）について 

３ その他 

４ 閉会 

出 席 者 

委 員 

澤井 勝 会長、中川 幾郎 副会長、 

伊藤 俊子 委員、中口 則弘 委員、辻中 佳奈子 委員、 

中川 直子 委員、福尾 和子 委員、室 雅博 委員 

【計８人出席】 

事務局 

今西市民活動部長、澤野井市民活動部参事、 

堀内協働推進課長、園部地域活動推進課地区調整主幹、 

松田地域教育課長、 

事務局（協働推進課まちづくり推進係） 

開催形態 公開（傍聴人 ２人、報道関係者 ０人） 

決定事項 

・地域自治計画の要件、詳細については要綱で定める。 

・地域コミュニティ実態調査を送付する際に、趣旨を説明したものを

添付する。 

・地域自治協議会のＰＲをする際に、市だけではなく、連合会も地域

自治協議会を検討していることを伝える。 

担 当 課 市民活動部 協働推進課 まちづくり推進係 

議事の内容 

１ 開会 

２ 案件 

 ①地域自治協議会に関する条例改正案及び規則について 

〔質疑・意見の要旨〕 

澤井会長 

 

 

堀内課長 

 

 

 

前回に引き続き、本日も条文の改正、そして規則についてご議

論いただきたい。まずは案件１について、事務局より資料の説

明をお願いしたい。 

案件１の説明をさせていただく。資料１から資料３の地域自治

協議会に関する条例改正案及び規則について、前回審議してい

ただいた内容を整理させていただいている。 

資料１は、「地域自治協議会の定義」について、表の左欄に前回
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澤井会長 

 

 

 

 

提示した改正案を、右欄には法制チェックを済ませた最終案を

載せさせていただいている。左右を対照させてご覧いただくと、

条文２行目、「学校」の後に入れていた「及び」という文言を外

させていただいた。 

次に資料２は、「地域自治協議会の役割」について、左欄に前回

審議していただいた結果、採用となった改正案１を載せている。

右欄は法制チェックを済ませたものである。こちらも左右を対

照させてご覧いただきたい。上の見出しについては、「地域自治

協議会の役割」から「地域自治協議会の設置」に変えさせてい

ただいている。これまでの審議会では、条例第５条から第８条

に市民、市民公益活動団体、事業者、学校それぞれの主体の役

割を定めており、その次に第８条の２として「地域自治協議会

の役割」の項を追加するのが良いという結論を出していただい

た。その後、法制に確認を取らせていただいたところ、条文の

内容から見て、「地域自治協議会の役割」ではなく「地域自治協

議会の設置」が妥当であるとのことだったため、そのように変

更させていただいた。また、他にも軽微な修正をさせていただ

いている。 

また第３項は、規則に関する委任事項となっており、それに基

づく規則案が資料３である。左欄は前回参考資料１で示したも

ので、右欄は法制チェックを済ませたものを載せさせていただ

いている。主な修正箇所は、規則の名称を「地域自治協議会に

関する規則」から「地域自治協議会の設置に関する規則」に修

正させていただいた。運営等に関しては事務局としては規則で

はなく運営基準等で別に定めることを考えている。また、第３

条「認定の手続き」の２行目から３行目、「市長に提出しなけれ

ばならない」としていたものを「市長に申請しなければならな

い」と修正させていただいている。申請に必要な書類としては、

第４号に「地域自治計画」を追加させていただいている。なお、

地域自治計画の詳細については、要綱等で別途要件を整える必

要があると考える。また地域自治計画を別途、細則に定めるこ

ともできる。地域自治協議会の条例改正案及び規則制定に関す

る資料についての説明は以上である。 

ありがとうございました。それでは案件１の審議に入りたい。

まず資料１であるが、地域自治協議会の定義について第２条第

８号に新たに追加するわけであるが、前回の事務局修正案につ

いて、今回は法制の確認をしていただいた上での提案となって

いる。これについてご意見はあるか。 
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堀内課長 

澤井会長 

 

全員 

澤井会長 
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室委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先ほど、法令審査会のチェックを受けたとおっしゃったが、本

当にチェックを受けたのか合点がいかない。条例案の第２条で、

「及び」を消しているが、法制執務では「その他」と「その他

の」とでは全然意味が違う。そういうことを踏まえて、チェッ

クされたのかが気になる。 

それは規則に連動するものになっているかという意味か。 

法制チェックを受けたとおっしゃったが、何か合点が行かない。

第２条の意味をわかった上で「及び」を抜いたのか気になる。 

法令審査会にかけたのではなく、庁内の法制担当部署に相談さ

せていただいた。実際に条例改正を行うならどういった文言が

ベターかを確認してもらい、それを載せさせていただいた。 

法令審査会のチェックを受けたわけではないということか。 

そこまではしていない。 

その他ご意見はあるか。他になければ、この提案で確定をした

いがよろしいか。 

－異議なし－ 

ありがとうございました。第２条の定義に関する条文について

はこれで確定とする。 

次に資料２の「地域自治協議会の役割」について、第８条の２

を新たに追加するということであるが、これについて何かご意

見はあるか。 

－異議なし－ 

特になければ、これで行きたいと思う。よろしくお願いしたい。

次に資料３の規則（案）について、ご意見はあるか。 

規則については市長が制定されるわけだが、我々審議会として

は、地域自治協議会をどういうプロセスで進めていくかという

ことをもっと議論する必要があると思う。第３条第１項第４号

に「地域自治計画」という文言が入ったことは良いと思うが、

具体的にこの計画がどのくらいの計画を指すのかよくわからな

い。 

とりわけ、設置のための認定を受けるにはこれだけの書類を用

意しなければいけないということになるが、実際に地域自治協

議会の立ち上げの際には、場合によっては認定の手続きを２段

階にする必要もあるのではないか。ひとまず仮の認定を取って、

その後地域自治計画を作ることもできるようにしておき、計画

の作成についても、例えばその地域の歴史や現状を把握した上

でどんな課題があるか、どんなビジョンを持って進めていくか、

といったことを決めていく。最初からこれだけの書類を持って
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澤井会長 

 

 

 

 

 

 

中口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来ないといけないという形では、話が進まないのではないだろ

うか。 

もう１つは、規則（案）には認定に関する記述が２ヶ所あると

いう点である。第３条の第１項には「設置のための認定」につ

いて記し、第３項には「規則の第７条の規定による支援を受け

ようとする協議会は市長の認定を受けなければならない」とい

う形で「支援を受けるための認定」について記されているため、

設置と支援それぞれのために、２度も認定を受けないといけな

いような書きぶりになっている。また、第３条の第１項で、「設

置するための認定」を「市長の認定（以下『認定』という。）」

とくくっているのに、第３項では違う意味で「認定」という言

葉を使っている。 

地域自治計画をいつの時点でどこまで作り上げていくのかとい

う問題と、第３条第３項の「支援」については、おそらく毎年

度の財政支援等になると思うが、そのわりにあまりにもあっさ

りと書かれている点。そして、「設置のための認定」と「支援を

受けるための認定」と、ダブル認定の制度になっている点もあ

る。以上の点から、地域自治計画と支援の内容に関しては、こ

の審議会でもう少し議論しなければならないのではないかとい

うことを申し上げたい。 

認定が「設置のための認定」と「支援を受けるための認定」の

２段階になっているということであるが、これについては、具

体的なあり方がちょっとわからないということもある。 

また、地域自治計画についてのご指摘があったが、地域自治計

画それ自体の姿がよくわからないので、作る時には地域にとっ

てかなりハードルになりそうであるとのことである。このこと

についてご意見はあるか。 

室委員のおっしゃる通りで、私としてもこの地域自治計画の作

成についてはかなり難しいと思っている。今までの習慣もあっ

て、ある意味、行政からの指導に基づいてやってきたわけであ

るが、地域特性のある計画を我々だけで作るというのはやはり

難しく、そのためには我々にアドバイスしていただける人材の

支援が欲しい。執行猶予というか、申請の際には大まかなもの

で申請し、例えば１、２年以内により具体的なものを再提出す

るなど、余裕を持った制度が望ましい。実務をする立場として

はそのように思う。 

もう１つ、規則第７条に「交付することができる」とあるが、

これは逆に言うと、支援しなくても良いというようにも捉える
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ことができるので、「交付しなければならない」という文言に変

えていただけたらと思う。我々がこの取り組みを進めていくた

めの裏付けとして、「このような制度なので、地域住民の皆さん、

ぜひやりましょう」と言えるような文言にしていただきたい。

現状では、「これなら市は交付金を出さなくても良いのではない

か」と住民から言われそうである。以上である。 

その他ご意見はあるか。 

第３条の「認定の手続き」についてだが、第３条第１項に「協

議会を設置するため、市長の認定を受けようとする場合は」申

請が必要と定められており、その次に必要書類が挙げられてい

る。第２項にはその申請について市長が認定、不認定を通知す

ることになっている。この通知する相手が「当該協議会」となっ

ているが、実際には認定されることで協議会になるのであり、

この通知の相手がよくわからない。 

また、先ほど室委員がおっしゃったように、第３条第３項の「市

長の認定」が第３条第１項の「市長の認定」と同じものか違う

ものかがわからない。 

さらに、第６条の「認定の取り消しの事由」の条文がよくわか

らない。第１項の「条例第８条の２に規定する協議会として適

当でないと認めるときは」の文言を受けて、その後に「認定を

取り消す」といった行為に関する文言が入るものだと思うのだ

が、実際には「該当するときとする」となっている。また、こ

れは、設置した後に取り消すことを想定した規定だと思うが、

設置の時点でこれに該当する場合はどうするのか。設置した後

に取り消すことができるのであれば、「取り消す」という言葉が

どこにもないのはおかしい。第６条第１項と第２項がわかりに

くいし、読みにくいと感じた。 

規則案についてのご意見をいただいているが、前回の参考資料

をもとに、いただいたご意見をふまえ、実際に規則として定め

るならば、どのような文言が良いのか法制担当課に確認しても

らったものを今回提示させていただいた。しかし、今ご意見を

いただいた点について、再度検討させていただきたい。支援の

方法については表記の仕方もある。 

また、認定の文言について、流れとしては第３条の第１項と第

３項の認定は同じであると思うが、その辺りも含めて整理させ

ていただきたい。なお、「地域自治計画」は、四角の枠で囲んで

いるとおり、要件などについては別に定めていく必要があると

思われるので、中口委員がおっしゃったように、さらに整理し
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ていく必要があると思う。以上である。 

それから、中口委員がおっしゃった、第７条の「交付金等によ

る支援」について「交付しなければならない」とした方が良い

とのご意見だが、法制執務上断定的に書くことはあり得ないの

で、それは少し難しいかもしれない。「交付することができる」

というのは法制執務上やむを得ないと思う。そこは何とかご理

解いただきたいと思う。 

「交付するものとする」にすれば良いのではないか。 

確かにそうである。 

それで結構である。 

重複するが、第３条第３項の条文で「認定」という言葉を使わ

なければいけないのか。また、この条文の内容から言えば、第

３条ではなく、第７条の「交付金等による支援」に載せた方が

良いのではないか。「認定」という言葉にこだわった結果、第３

条に付けられているような気がする。また、先ほどの「交付し

なければならない」という言葉は私も表現が少し強いと思う。

以上である。 

第３条第３項に「認定」という言葉を使うかどうかである。 

他都市の例を参考にして提示させていただいているのだが、再

度確認して修正させていただく。 

認定が二重になっているのはわかりにくいので、避けた方が良

い。 

補足させていただきたい。認定が２種類あるというのは紛らわ

しく、「設立のための認定」は良いと思うが、「支援のための認

定」については、法制執務では例えば「承認」という言葉に換

えることもできる。また、冒頭に申し上げたように、地域自治

協議会についてはもっと具体的なプロセスや期間を整理しない

と具体的な内容は決められない。 

室委員から鋭いご指摘をいただいた。まず、第３条第３項の「市

長の認定」についてであるが、これはおそらく、認定された協

議会でなければ支援は受けられないという意味だと思う。だか

ら、認定を受けた協議会でも支援を受けようと思ったら、もう

一度認定を受けなければいけないという意味ではないと思う。

これは文言の処理が不適切であるということである。法制確認

済みと書いてあるので、私も大船に乗った気分でいたが、もう

一度しっかりと確認するよう法制担当課に依頼していただきた

い。例えば、「以下、『認定協議会』という」という言葉につな

いでいけば、認定の手続きを二度もしないといけないという誤
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解は防げるのではないか。 

次に第６条の書き方であるが、辻中委員がおっしゃったように、

わかりにくい。「認定の取り消し」についての規定なのだが、「条

例第８条の２に規定する協議会として適当でない」という文言

がわかりにくいので、もう少し説明を入れた方が良い。適当で

ないから結果的に認定を取り消すということだとは思うのだ

が。そう言いながら、第２項に「前項の規定により認定を取り

消したときは」と書かれているので、第１項で認定取り消しの

予備条件をもう少しうまく説明できればこの問題は解消できる

かと思う。 

それから、「地域自治計画」は前回は規則案に入っていなかった

が、前回の議論を踏まえて入れていただいた。地域自治計画の

要件、詳細の説明は要綱等で担保すれば良いというのは賛成で

ある。地域自治計画について規則に具体的に書いてしまうと身

動きできなくなってしまうので、ある程度弾力的にしておかな

いといけない。また、他市でできても奈良市ではできない場合

や、奈良市内でも地区によっては条件の一部が担保できないと

いう場合もあり得るので、表現は柔らかくしておいた方が良い。 

ここで言う「地域自治計画」は、完成品のように出さなくても

良いと思う。例えば、市の総合計画には基本構想というものが

ある。今後１０年間でこういうまちづくりをする、それを受け

て前期５年、後期５年の基本計画を作り、さらに年次ごとの実

施計画で担保する。だから、その基本構想の部分にあたるよう

な、いわば基本大綱がしっかりと描けていたら第１ラウンドは

ＯＫ。ただし、設立後１、２年以内に基本計画を作成すること

を義務付けるといった形にしておけば良い。 

基本構想や基本計画の策定にあたっても、金銭的支援やコンサ

ルタントの派遣、学習会の開催など、行政も支援する必要があ

る。こういった有形無形の支援があるということを、規則には

書かなくても制度として用意し、住民に示してあげることが大

事である。根拠は要綱でも何でも構わないが、制度的にこういっ

た支援をすると示しておかないと、先ほど中口委員がおっ

しゃったように地域住民の不安は大きいだろう。住民は当然計

画づくりに慣れていないので、そのためにワークショップや研

修など住民を安心させる仕組みを固めておかないといけない。 

わかりやすく言うと、総合計画は大きな三角形で示され、一番

上の切り取った部分が基本構想、その下を支えるのが基本計画、

そして一番下が実施計画というのが一般的なパターンである。
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地域自治計画についてもその手法を採るのが良いのではないか

と考える。 

辻中委員や中川副会長もおっしゃっていたが、この第６条第１

項の書き出しは通常は条例に書く。「前項の認定を受けた協議会

を適当でないと市長が判断したときは、認定を取り消すことが

できる」と条例に書いておき、具体的にはそれがどのような場

合にあたるかを規則で書くというようにである。それを規則に

一緒に書いてあるので、ややわかりにくい表現になっている。 

ついでに申し上げると、規則第１条で条例に括弧書きで法令番

号を入れているが、この部分に「以下『条例』という。」という

表記がないのに、その後に２ヶ所「条例」という記述が出てく

るなどおかしな箇所が散見するので申し上げた。 

議論のポイントは既に委員の皆さんに出していただいている状

況である。しかし、どのように修正すべきか具体的な提案も今

ある程度出されたので、その修正をふまえたものを承認すると

いうことでいかがか。このままではちょっと承認できないので、

条例改正と規則制定の形で進めることには変わりはない。いず

れにしても、規則については審議会でさらに中身を詰めていか

なければならない。 

地域自治計画も、「計画」となると作成も難しく、住民の腰も引

けてしまうだろう。例えば、地域自治「計画」ではなく、地域

自治「構想」としたほうが良いのかもしれない。地域自治協議

会ができる時には、基本構想、基本計画、実施計画の３つの柱

からその方向性が決まってくるのではないか。参考資料として

配っていただいている八尾市山本小学校区まちづくり協議会の

「わがまち推進計画」は確かにすごいが、設立申請の際にこの

レベルの計画の提出を求めるのはちょっと難しいと思う。基本

構想、基本計画、実施計画のうち、基本構想の提出を求めると

いうことで良いのではないか。 

逆に言えば、基本構想すらないのは、将来的にしんどいという

ことである。将来こういったまちにしていきたいというイメー

ジが皆で一致していないのに、ただ単にバラバラと連合したと

いうのでは困る。でもあまり詳しいものを出せといわれると地

域が困る。その中間を採るのが良い。 

地域住民の１人として、地域自治計画の作成はどんなに難しい

ことなのかと思っていたが、山本小学校区まちづくり協議会の

わがまち推進計画１１ページの活動・行事分類表を見たところ、

私の地区ではほぼ８割の事業・活動をいずれかの団体が行って
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いる。皆で集まり自分たちでやっている活動をまとめていくと

いうことがイメージできる。もちろん地域自治協議会とは少し

違うのかもしれないが、地域に対し地域自治計画や方針をしっ

かりと示していただきたい。 

私が冒頭に申し上げたのもそういうことである。地域自治協議

会を作るために各団体に集まれと言っても、何のために集まる

のかということになる。「この地域のことを改めて考えてみませ

んか」と呼びかけ、その地域の歴史と現状を踏まえてビジョン

づくりをしないといけない。そこで初めて「地域自治協議会を

作ろう」と共通認識を持つことができる。だから、認定申請の

際に「地域自治計画を出さなければいけない」とするのは少し

難しいし、その意味では申請を２段階にする方が良い。基本構

想、基本計画、実施計画といったステップ的な考え方もあると

思うが、そういった点をさらに詰めていかないといけない。 

そこは意見が一致していると思う。規則にどこまで書くかとい

うことと規則の解説が必要だということである。それを今後議

論していきたい。 

修正点を踏まえて規則案を整理させていただくと、まず第３条

については，第３条第１項第４号の「地域自治計画」に注釈を

付けることが必要であること。次に、第３条第２項の「当該協

議会」については、この時点ではまだ成立していないのではな

いかというご指摘。さらに、第３条第３項に「認定」という文

言を使わないようにしたらどうかというご意見があった。それ

から、第６条の「認定の取り消しの事由」については、その書

き方について条例との兼ね合いで再度検討していただく。最後

に、第７条の「交付することができる」は、「交付することとす

る」くらいにしておく。以上の修正点を含めて規則案として承

認しておき、なおかつ今後引き続き議論をしていくということ

でよろしいか。 

－異議なし－ 

澤井会長がおっしゃった形で私からもお願いしたい。加えて、

法制部局に伝えていただきたいのだが、第３条第２項の４行目、

「当該協議会」とあるが、この時点では認定されていないため、

「当該申請団体」や「当該申請を行ったもの」等そういった書

き方があったと思うので、そのように修正していただきたい。

また、第６条については「条例第８条の２に規定する協議会が、

次の各号のいずれかに該当するときは、市長は認定を取り消す

ことができる」とすればスッキリいくのではないか。その方が、
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次の第２項「前項の規定により認定を取り消したときは」とい

う文章で受けることができる。「適当でないと認める」という、

この書きぶりはややこしい。検討していただきたい。 

いただいたご意見をもとに、関係部署と調整し修正させていた

だきたい。 

この規則は設置に関するものであり、それはそれで良いが、存

続については、何か規定は要らないのか。例えば、申請時には

当該年度の事業計画や予算書を出すが、次年度以降は計画を出

す必要はないのか。 

次年度以降はない。 

認定されたらその後は勝手にやって、届出等の必要はないとい

うことか。 

他市の場合、認定後の届出は必要としていない。ただし、毎年

度交付金を受けるためには報告書等を出さなければならない

し、公金の支出になるため市の監査権が及ぶ。だから、市が直

接監査することがないように内部に監査委員を設けるようにし

てもらう。 

もう１つ追加で申し上げたい。支援については、多くは金銭的

側面になると思うが、各種団体に渡している交付金等を一本化

するのか、あるいは現状のままにするのかといった点や、支援

の期限を３年あるいは５年と定めるサンセット方式にするのか

否かといった点など、その辺りも検討していただきたい。 

今、我々としてはありがたい言葉をいただいた。行政的には単

年度予算であるが、実務者としては、ある程度余裕を持てるよ

う、繰り越しも可能とするのが望ましい。また、現在各種団体

に各担当課から直接出されている補助金等をこの協議会に一括

して出し、そこから配分するという手法も視野に入れているが、

現時点ではそこまでは難しいと思う。ゆくゆくはそうしないと

意味がないとは思うが、現時点ではそれぞれの活動は認めなが

らも、この組織を立ち上げていくという方法が良いのではない

か。将来的には各地区に小さな「市役所」ができ、行政サービ

スを代行するようなものとして、地域特性のある活動ができる

よう、一括して受けたお金を配分することができたら理想であ

る。もちろんお金が関わることでもあるし、各種団体の既得権

があるのでなかなか難しいとは思うが、そうでなければこの取

り組みの本来の意味は出てこないと思う。 

方向性の議論である。これについてはまだまだご意見もあると

思うので、今後引き続き議論していきたい。案件１の条例改正
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次に、案件２の地域コミュニティ実態調査について、資料の説

明をお願いしたい。 

地域コミュニティ実態調査についての進捗状況を報告させてい

ただく。地域コミュニティの実態や課題を把握し、今後の連携

や支援のあり方を検討するため、当初はアンケート調査のみの

実施を予定していたが、併せてワークショップも実施させてい

ただくことになった。対象となるのは市民公益活動団体約５０

０団体で、偏りが出ないよう１地区から選ばれる団体数に上限

を設けたうえで無作為に抽出する。主な調査項目は組織の概要、

活動内容、活動にあたっての課題、他団体との連携等について

である。資料４はアンケート調査票の案で、今回の審議会では

この設問内容について議論していただきたい。 

次に、ワークショップについては資料５にあるように、地域性

を考慮していくつかの地区を選び、その地区の市民公益活動団

体の代表者を対象に、地域の課題とその解決に向けたワーク

ショップを実施して、課題の発見とその解決方法を考えていく

というものである。さらにアンケート結果とともに検証し、地

区に応じた課題の解決方法や地域自治協議会の設立に向けたプ

ロセスの類型化を図っていきたい。地域コミュニティ実態調査

については以上である。 

アンケートの質問項目、ワークショップの中身についてご意見

はあるか。 

このアンケートは市民公益活動団体宛てなのか。自治会は入っ

ていないか。 

自治会が入っている団体もある。 

当然、送り状を書かれると思うが、アンケートの趣旨をきちん

と書いたほうが良いと思う。この調査票だと多くの方は返答し

てくれないだろう。 

それから、資料５のワークショップ案だが、言葉としてはやは

り丁寧語を使ったほうが良いと思う。もう１点はアンケートの

送り状の話にも関係するが、一番下に「参加者の協働に対する

機運を高める」と書いてあるように、奈良市だけではなく奈良

市自治連合会も入れた方が良いのではないか。最後の２行を「奈

良市と奈良市自治連合会が地域自治協議会を検討していること
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をＰＲし、参加者の協働に対する機運を高める」とした方が良

い。奈良市自体が大上段に出過ぎるとなかなか進まないし、も

ちろん奈良市自治連合会が出過ぎるのも良くない。奈良市と奈

良市自治連合会が一緒になって、協力を依頼するという方向性

のほうが良いと思う。 

ポイントは２つある。１点目はこのアンケートが何のためのも

のかという説明や地域自治協議会のＰＲが必要であるというこ

とである。もう１点は、ワークショップは奈良市だけがやって

いるのではなく奈良市自治連合会と一緒にやっているとした方

が地域も参加しやすいということである。奈良市主催だと市へ

の要望ばかりになってしまうということもありうるし、そうい

うことも含めＰＲに工夫が必要である。 

先ほど室委員が指摘されたことはもっともであり、その通りに

していただくのが良いと思う。事務局でもアンケートを送る際

に鑑を付けるということは考えておられるであろうが、今回は

鑑を資料として付けずに、アンケートの設問について審議会の

意見を聞きたかったのではないかと思う。「こういった設問が欠

けている」「こういうことを聞くのはまずい」といった意見があ

れば指摘していただきたいということなのだと思う。 

またワークショップについては、奈良市とともに奈良市自治連

合会の名前も入れておいた方が絶対良いと思う。その方が、住

民にとっては身近な感じになり、現実感が湧くからである。 

それから、立ち入ったアドバイスではあるが、ワークショップ

の進め方について、委員の皆さんにも知っておいていただきた

いので申し上げる。現在、Ｋ市でも同様の取り組みをしており、

対象は小学校単位ですべてモデル的に、山手型、海手型、新興

の住宅地型、旧来の住宅地型、団地型など、５つ、６つの地区

パターンから選んでやっている。そこでわかったことは、ワー

クショップにはしっかりとしたファシリテーターを入れない

と、住民だけではストレス発散大会のようになりがちで、何の

実りもないということである。最初に現状の把握や課題の発掘

をするのだが、「地域の絆がなくなってきた」「役員が高齢化、

固定化している」「後継者が出てこない」「皆がよそよそしくなっ

た」「子どもの姿が見えない」など、どの地域でも共通の課題や

不満が出てくる。しかし、次にその課題に対してどうしたら良

いのか考えようという第２ステップになっても、まだ言い足り

ないと愚痴ばかりが続き、策が出てこないまま時間切れで終

わってしまうということが結構あった。だからその自治体の場
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合、それはやめようということで、最初から設計して、第２ス

テップに入る時に指示を出してファシリテーターに引っ張って

もらった。そうすることでようやく動きが変わったと思う。例

えば８人１グループで、そのうちの７人が現状に対する批判を

しているときに、「もうそのくらいで良いでしょう」とは言いに

くくなる。カードを出していく手法でも、「これだけカードも溜

まったので次に行きましょう。その辺りで良いでしょう」と、

ぐいっとリードしないといけない。ファシリテーターは職員の

中にもできる人もいると思うが、職員がやると「指図するのか」

と怒る市民もいるので、できれば避けた方が良い。 

もう１点申し上げたい。Ｋ市の場合、まったく何も手が入って

いない、つまり行政の支援もないし、住民の気づきもないが、

別に事故もなく住民が過ごしている地域があり、そのような段

階を「ゼロ段階」と定義している。ゼロ段階にもＡタイプとＢ

タイプがあって、Ａタイプは現状のままでも住民が満足してい

る地域。Ｂタイプは既に大変なことになっているのに地域に力

がなく自治が崩壊しているような地域。Ａ、Ｂどちらも自覚が

生まれようがないのは、自治会など住民団体がないからである。

ＡもＢもそのまま放置しておくと将来大変なことになるため、

この２つのタイプに対して行政がどのように支援を行っていく

べきか委員会で制度設計をしていこうとしている。 

Ｋ市は今までその話を抜きにしてきており、第１段階は「ラウ

ンドテーブル形式で皆で話し合いましょう」。第２段階は「地域

計画を作りましょう」。第３段階は「認定まちづくり協議会に

持って行きましょう」という３つのステップで１０年間やって

きたが、結局７つのモデル地区だけしかできなかった。全部で

１５０ほどの小学校区があるのにである。その理由はゼロ段階

における行政支援のあり方についての設計ができていなかった

からである。第１段階までは住民の自主性だろうと行政は手出

ししなかったが、そこに大きな問題があったという反省がある。

第１段階では行政からコンサルタントやアドバイザーを送った

り、第２段階では計画づくりの専門家の支援を受けられ、第３

段階では金銭的支援を受けられる。しかし、第１段階に行くま

でにすごく大きな壁がある。そのための支援制度を考えようと

いうのが今年度以降の課題である。また、その反省をＴ市が参

考にされており、Ｔ市ではゼロ段階の支援、結成段階の支援結

成した後の支援までを考えている。 

先ほど補助金の話が出ていたが、補助金についても様々な研究
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がある。この取り組みが全市的にうまくいけば、全ての補助金

を廃止して交付金に切り替えることは可能だが、その時期はい

つになるかわからない。だからモデル校区に関しては、全ての

補助金の交付金化が可能かどうか検討、調整することが必要で

ある。Ｋ市はそれをしようとして「統合補助金」という過渡期

の制度を入れたが、あくまでも補助金なのであまり有効性がな

い。イケイケで使えるようにしているが、補助金の支給元の各

部局はそれでも縄張り意識が捨てられていない。現場では「自

由に使ってください」という形になっているのに、各部局が「報

告書が欲しい」と言う。補助金をまとめて５０万円としても、

１０万円ごとの報告書を各部局がそれぞれ求めるので、仕事量

としては変わっておらず、あまりうまくいってないように思え

る。そういった意味で、補助金よりも交付金の方が良いと思う。

年度をまたいで使えるし、貯蓄しても繰越金にしても良い。補

助金は残ったら返還しないといけない。そういった点も並行し

て研究していく必要がある。参考にしていただければと思う。 

補足させていただきたい。ファシリテーターの件については中

川副会長の意見に賛成である。誰がファシリテーターをするの

かという問題と、ファシリテーターもベテランになればなるほ

ど、自分のペースでまとめ上げようとするおそれもあるという

ことも考慮しないといけない。 

この資料５は誰に配るものなのか。 

資料５は内部資料である。資料５がワークショップの案内等に

使うものではない。 

内部資料ということなら承知した。 

その他ご意見はあるか。 

ワークショップの主催者を奈良市だけではなく、奈良市自治連

合会も加えるとのことだが、地域自治協議会について、現時点

では地区社協や自主防、万青などの他団体にはあまり知られて

いない。ＰＲ不足を感じているところであるが、地域ミーティ

ングなど地域で各団体が集まった時に、協議会についての話が

出ている地区もあれば出ていない地区もある。だから「奈良市

自治連合会と一緒になってやりましょう」と、地域自治協議会

のＰＲも兼ねてするのはありがたい。 

また、奈良市自治連合会でも以前アンケートを行ったが、やは

りアンケート用の回答になっている。それがはたして実情なの

か、それを活かせる回答になっているのかが疑問な部分もある。

だから、アンケートはできるだけ多くの団体に出していただき、
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その団体の本音を吸い取るようなものであることが大事であ

る。この設問内容については疑問等、まだそこまで至っていな

いが、地域自治協議会を市民にＰＲするチャンスなので、その

ような文言を入れていただきたいと思う。 

おっしゃるとおりだと思う。アンケートをもらって初めてその

ことを知ったという場合もある。ワークショップを依頼する時

もそうだが、時間との兼ね合いがある。 

できるだけ多くの方にご理解いただけるよう、そして地域自治

協議会についての認識を高めていくために、今のご意見も参考

にしながら、アンケート、ワークショップを進めさせていただ

きたい。 

ではアンケート、ワークショップについては以上とする。 

２ 案件 

  ③市民提案制度（奈良市協働政策提案制度）について 

〔質疑・意見の要旨〕 

澤井会長 
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次に案件３の市民提案制度についてについて資料の説明をお願

いしたい。 

市民提案制度について説明させていただく。資料６をご覧いた

だきたい。市民提案制度は大きく分けて２種類あり、１つはテー

マ設定型である。行政が地域の課題と認識しているものを提示

して、それに基づき提案をいただく形のものである。もう１つ

が自由提案型で、分野を問わず広く地域の課題の解決を図るた

めのもので、市民公益活動団体等からの具体的な事業計画を公

募するものである。それぞれのメリット、デメリットについて

は資料６に記載させていただいているとおりである。自由提案

型については、奈良市においても平成１８年度から２１年度ま

で４年にわたって、「市民企画事業」という名称で募集を行って

いた。しかし、提案内容が観光分野や公園の整備など、一部の

担当課に偏ってしまっていたことや、提案採択をした各課で個

別に予算要求するという仕組みであったため担当課の負担が大

きかったという課題がある。前回の審議会ではテーマ設定型と

自由提案型の併設タイプが良いという意見をいただいたが、事

務局としては、当初はテーマ設定型で実施させていただいて、

時期を見て自由提案型も実施するという形にさせていただきた

いと考えている。 

資料７は、市民企画事業の課題をふまえ、今後制度を設計する

上で留意すべき点を示した資料である。課題としては、提案さ

れる内容が１つの担当課に偏るということがある。観光分野や
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公園整備などに偏ってしまったという問題に対する解決策であ

るが、千葉県や豊中市など、同じように事業の見直しをしてい

る自治体があり、事前に説明会や意見交換会などを頻繁に開き、

テーマの偏りをなくすという方法がある。２つ目の課題として

提案採択後、各担当課で個別に予算要求するため、担当課の負

担が増えたことについては、各課で個別に予算要求するのでは

なく、例えば協働推進課が一括して予算を確保するなどの方法

を採ることで解決できるのではないかと考えている。予算をい

かに捻出、確保するかということについては、また今後ご議論

いただきたい。 

次に資料８は他市の年度別のテーマ設定型と自由提案型の応募

件数、採択件数を挙げさせていただいた。資料９は豊中市の協

働事業市民提案制度の見直しについての詳細をまとめた資料で

ある。資料の説明は以上である。 

これらについてのご意見はあるか。 

参考資料として、「ガバナンス」８月号の新川教授の「市民提案

と公共サービスの再構築」という記事を配付していただいた。

記事の前文の「市民提案による協働事業は・・・小さな一歩か

もしれないが、従来の行政サービスの提供方式を組み替える領

域が広がっていると評価できる。」という文章がすばらしい。全

容としては、市民提案制度のこれまでの経過をまとめられた原

稿だと思うが、行政側も臆病にならずに市民提案制度にぜひ取

り組んで欲しいという思いから配布していただいた。 

奈良市は当初はテーマ設定型のみで実施し、時機を見て自由提

案型も実施したいということだが、条例で自由提案型もできる

ようになっていたかどうか忘れたが、皆さんの賛同が得られる

なら、ぜひ自由提案型にも思い切って取り組んで欲しいと思う。 

今回の対象団体となるのは、従来のようなＮＰＯ団体だけを

ターゲットとするものではないということを、もっと表に出し

た方が良いと思う。中口委員のように地域自治協議会を立ち上

げようと思っている方々が、何らかの形でこの制度を利用でき

るよう海路を開いて欲しい。地域自治計画の基本構想づくりの

モデル事業を募集したり、年次計画を立てて、ゼロ段階、第１

段階、第２段階と順番に進めていくような協働モデル事業が、

地域自治協議会の申請を予定している団体から出てくると、他

の地域の見本にもなって良いと思う。そういうルートにも使え

るようにしてほしい。当初は行政からのテーマ設定型で行きた

いということだが、そういうテーマ設定でぶつけた方が良いと
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思う。今まではどちらかといえば、ニッチなテーマ、隙間型し

か協働事業は成立しないということが多く、住民側も諦め始め

ているが、それではちょっとまずいので、将来の見本となるよ

うなものをテーマ設定型で募集してみたらおもしろいかもしれ

ない。 

またＮＰＯ側も自分たちの団体の活動資金として使えると思っ

ていると当てが外れるので、自分たちの能力を拡げていくもの

として使えると考えていただいた方が良い。指定管理者制度み

たいなものではなく、要するに協働事業である。自由提案型の

場合、委託事業、補助事業、共催折半事業かどうかは、住民か

らは分別がつかない。テーマ設定型ならこれは委託事業である

と決めることができるが、自由提案型ではこれは民間が責任を

取る領域なのか、行政が見落としていた行政の責任課題なのか

がわかりにくい。新たな課題を発見してしまう場合もあるし、

そういう未知の領域への提案が自由提案型の場合には出てくる

ことが予想される。 

さらに、そういった提案に対応しているうちに行政が挫折する

一番のパターンは、複数の部局が一緒になって解決しなければ

ならない課題があった場合である。縦割りのため、担当部局は

仕事が降って沸いたみたいな被害者意識を持ってしまう。参画

協働担当課が外から余計な仕事を持ってきたと思われて、しだ

いに皆が口を聞いてくれなくなって、参画協働担当課は力を

失って没落していく、というようなパターンが多い。また、い

ざ提案を採択することになった時に担当課が予算要求しないと

いけないとなると、「そんなしんどい仕事を誰がやるか」という

内部的インセンティブのなさが問題になってくる。手を挙げた

ものが損をするという構造を打破しないと、この自由提案型は

活きない。他市では参画担当部局の熱意や説得で、必死になっ

て提案件数を稼いでいる。その原因は、予算を自分たちで取ら

ないといけないという仕組みにあり、提案のための資金をしっ

かりとプールしておかないといけない。自由提案型について今

年度は最高１千万円まで保証するとか、財政折衝してルール化

していかないといけない。提案の予算を取りに行ったら自分の

課が得するくらいのものにして刺激を与えないと難しい。また、

テーマ設定型については予算を確保してからのことなのでそう

いった問題はないが、テーマ設定型でも各部局を啓発していか

ないといけない。「うちは関係ない」となると、過去の参画協働

事業をしてきた他県他市と同じになる。理想通りには進まない
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という、その原因を分析するべきだと思う。 

市民提案制度そのものをあまりよくわかってない者が質問させ

ていただくのだが、資料６のテーマ設定型のデメリットの説明

に「提案者にとって魅力を感じない」とあるが、どういうこと

か。個人的に少しひっかかる。「魅力」というのは言葉が少し生々

しい感じがする。「必要性」等の言葉の方が適当かと思うが。 

事務局より説明させていただく。テーマ設定型は行政内部の側

から提案し、実際そのテーマが観光分野であっても本来市民が

出したいと思う提案ではなく、行政が委託させたい、市民にやっ

ていただきたいという一方的なテーマになる。市民から見ると

一方的ということになり、その魅力に差が生じるので「魅力を

感じない」という言葉にさせていただいた。 

「提案者」という言葉が変なのではないか。「市民公益活動団体

等」ということだと思う。 

過去の部分がよくわかっていないが、中川副会長に質問させて

いただきたい。テーマ設定型は単純に行政が出したテーマに

合った団体が応募してくるが、自由提案型はその中から全部選

ばなくても、市が「おもしろい」「これは考えつかなかった」と

いうものを採択したら良いのではないか。発想は自由にし、受

ける側としての枠をしっかりと決めておけば、行政側の方針や

枠組みの中で自由提案型も募集できるのではないか。 

これについては、過去の提案事例集などを提示いただいた方が

わかりやすいと思う。他市で市民提案制度の審査委員もしてい

るが、行政には市民を安上がりで下請けに使いたいという本音

があり、どうしてもその本音を捨てられない。失礼な言い方だ

が、もういいかげんにそこから脱却しないといけない。参画協

働の担当部局はわかっていても原局に行くとそうなってしま

う。その理由は、「何のために市民と協働でするのか」「自分の

課に何のメリットがあるのか」という疑問や、「今している仕事

だけで精一杯なのに、これ以上市民を巻き込んでいたら仕事の

効率が落ちるだけ」といった思いがあるからである。一方、市

民側も行政の仕組みを理解しないまま、「こういうことをしない

から役所は駄目だ」「できないのは役所のせいだ」と大上段に構

えている。それでお互いがぶつかるから完全にディスコミュニ

ケーションになってしまう。参画協働担当課がそれを「お見合

い」させていくのだが、感情的になって破談になるものも多い。

市民も役所の仕事がわかってない。行政の縦割りが悪いという

批判も多いが、縦割りは悪いことばかりでなく、専門性が高く
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なり機動力もある。行政側には今の時代に合ってないところも

あるが、市民側の勉強不足もあるので、やはり双方勉強して、

歩み寄っていくプロセスが必要である。 

また、提案が出されたら何でも受けるのではなく、こういった

審議会等の専門委員会を設けて予備審査をしたり、ヒアリング

しながら話し合ったり、行政が手を結ばせればうまくいくので

はないか。ＮＰＯセンターなどの中間支援センターにアドバイ

ス機能をどんどん持たせているのがＭ市である。そういった支

援センターが助成金の申請、協働事業提案などについて、全て

アドバイスしており、そういう機能が必要である。 

また、Ｔ市の例だが、市民提案制度で成功した事例がある。道

路がユニバーサルデザイン対応になっているか小学校区単位で

調査したいと市民団体が提案してきた。その時に道路担当課は

「冗談じゃない。調査なんて失礼だ」と怒ったが、その団体が

車椅子等で丹念に調査していったら次々に見落としが出てき

た。そこで、「これでは駄目だ」と一緒になって調査をしたら、

この調査が環境省の目に留まり、交付金の対象事業になり全国

モデルになった。今も全中学校区で引き続き実施しており、市

道が改善されてどんどんユニバーサルデザイン対応になってい

く。これは優れたラッキーな事例であるが、このように見落と

されている箇所はたくさんある。 

今のご意見をうかがって、余計に自由提案型の方も入れて欲し

くなった。自由提案型の方が厳しくてなかなか採択できないよ

うで、枠組みも必要だと思うが、そういう自由な発想の中から

出てくるものを見たいような気がする。 

以前も発言させていただいたが、奈良県が７〜８年前にテーマ

設定型で県民と一緒にするものがないか各課に照会をかけて実

施した。その時に自由提案型もするべきと提案したがしてもら

えなかった。当時の奈良県の職員は、「Ａ県にもＢ県にも負けて

いるから、せめてＣ県には負けたくない」と言っていた。Ｃ県

が協働事業をする時には当初から自由提案型を実施していたの

で、「なぜ奈良県も自由提案型をしないのか」と聞いたら、もち

ろん正式な回答ではないが、しんどいからということだった。

担当課にとっては余計な仕事という思いがあり、そういった意

味で職員の意識改革も必要なのだが、住民と一緒に参画協働の

まちづくりを進めるのならば、自由提案型をぜひ取り上げて欲

しい。 

結局、自由提案型にすると、担当課が思ってもいない仕事をし
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ないといけなくなるという思いがあるのだと思う。役所はサー

ビス業ではないし、自由提案型の行政側のメリットもなく、し

んどいだけという思いがあるのだろう。そこで協働で実施した

事業を評価する仕組みが必要だと思う。例えば、良い事業に対

して市長から表彰があるといった方法が良いのではないか。誰

かに評価してもらわないと、仕事が増えるし大変なだけで、ど

こもやりたくないと思ってしまうだろう。 

今の辻中委員のご意見に触発された。評価方式についてだが、

どの部局も市民とつながってはいるが、法律や規制制度で市民

協力団体を持っている部局は強い。例えば、公園担当課なら公

園愛護会、福祉担当課なら福祉会などの組織があり、そういっ

たところに協働事業の種はたくさん隠れている。しかし、そう

いった協力団体を持っていない、自治会しかないというところ

は窓口の先細りという問題がある。市民との連携の穴が小さく

なっている状態をどう打破するのかという危機意識を行政に

持って欲しい。連携協働できるパートナーシップ事業を開発し

て、それを通じて「私の部局では、こういったお宝市民が手を

つなぎ始めている」という状態に持っていくことが大事である。

それが増えていけば、住民と行政のつながりは増えていく。お

仲間市民作戦という意識をもっと持つべきである。そういった

市民が総人口の１％以上になれば、まちは確実に良くなり始め

る。そういった視野、発想で庁内に啓発して欲しい。 

地域コミュニティ実態調査アンケートについて申し上げたい。

今、県のホームページに地域包括ケア関係のアンケート結果が

載っている。奈良市の福祉担当課がどのように考えているのか

はわからないが、このアンケートを実施するときには、各部局

の調べたいことも関わってくるのではないかと思うし、部局共

同でアンケートを実施するのはすごく必要なことだと思う。今、

法律もすごく変わってきているし、自治連合会に同じようなア

ンケートを何度も出させるのもおかしい。何らかの関係で共同

でアンケートを実施するのが良いのではないかと思う。 

話がなかなか前に行かないのはイメージできないからである。

資料７は「奈良市市民企画事業」という書き方になっているが、

市民提案制度ではないのはなぜか。 

資料７については以前実施していた「市民企画事業」の名称を

使っている。資料６については第２回の審議会で中川副会長か

ら、市民提案制度の名称を「奈良市協働政策提案制度」にして

はどうかと提案があったためである。これは「仮称」を抜いて
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おり、事務局としてはこちらの名称を使いたいと思っている。

資料７は、以前の市民企画事業の反省点と課題がわかる見出し

にしているため、名称をそのようにしている。 

議論を聞いていて難しい点が多く感じる。基本的には協働の起

点はやはり市民だと思う。「一緒にやろう」という市民の意識を

どう育てていくかという視点をはっきりさせておかないと何か

フワフワする。例えば市民が事業をしたい時の課題として予算

の問題や担当課の問題があるが、他にも単年度では終わらない

場合があるということも課題である。そういう意味では３年、

５年の事業計画を作ってもらうことになる。公園の維持管理な

どもそうだが、単年度予算主義にとらわれない資金提供なども

考えていかないと、行政側の都合だけの制度になってしまう。

その辺りの課題も含めて議論を進めた方が良いと思う。 

事務局としては、当初はテーマ設定型で実施するという案を示

させていただいたが、先ほどより自由提案型を併設した方が良

いという意見が多いので、再度検討しご提案させていただきた

い。 

それでは、本日の審議は以上である。 

今後の日程だが、第５回は年内の開催を予定している。地域コ

ミュニティの実態調査アンケート、ワークショップの開催もあ

り、規則案についていただいたご意見もあるので、ある程度固

まり次第、ご連絡させていただく。 

皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。 

今後の予定 第５回は、年内開催予定。日程については未定。 

資 料 

【資料１】市民参画及び協働によるまちづくり条例 改正案 

     「地域自治協議会 定義」 

【資料２】市民参画及び協働によるまちづくり条例 改正案 

     「地域自治協議会 役割」 
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